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第１章 計画策定にあたって 

１ 近年の国の少子化対策                  

 政府は、平成２年の「1.57ショック」（※1参考）を契機に出生率の低下と子ども

の数の減少傾向を大きな社会問題として捉え、仕事と子育ての両立支援など、子ども

を生み育てやすい環境づくりに向けての対策を検討し始めました。 

そして、平成６年の「エンゼルプラン」に続き、平成１１年に「新エンゼルプラン」

を策定し、総合的な少子化対策を開始しました。平成 14 年には、「少子化対策プラ

スワン」をとりまとめ、従来の保育に関する施策などに加え、「男性を含めた働き方

の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの

社会性の向上や自立の促進」という４つの柱に沿って少子化対策に取り組むことにな

りました。平成１５年には、少子化に的確かつ総合的に対処するため、「少子化社会

対策基本法」が制定されました。 

この少子化社会対策基本法に基づき、「少子化社会対策大綱」が閣議決定され、国

が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要がある具体的施策内容と目

標を掲げた実施計画「子ども・子育て応援プラン」が平成１７年度に策定されました。 

しかし、平成17年の合計特殊出生率は1.26と過去最低を更新しました。この予

想以上の少子化の進行を受け、平成１８年、内閣総理大臣を会長とする閣僚による少

子化社会対策会議において「新しい少子化対策について」が決定されました。 

平成19年には、少子化社会対策会議において「子どもと家族を応援する日本」重

点戦略が取りまとめられ、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決するためには、

「働き方の見直しによるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現」と

ともに、その社会的基盤となる「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における

子育て」を包括的に支援する仕組みを、同時並行的に取り組んでいくことが不可欠で

あると明記されました。 

その「働き方の見直しによるワーク・ライフ・バランスの実現」においては、「仕

事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が決定され、

一方で、重点戦略をふまえて政府は保育所等の待機児童解消をはじめとする保育施策

を質・量ともに充実・強化し、推進するための「新待機児童ゼロ作戦」を発表しまし

た。 

平成21年、内閣府に「子ども・子育てビジョン検討ワーキングチーム」が立ち上

げられ、有識者や事業者、子育て支援に携わる地方自治体の担当者等からの意見聴取
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や国民からの意見募集などを踏まえ、子どもや子育てを支援していく新たな制度の構

築を目指した「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、子ども・子育て新システ

ム検討会議の設置を皮切りに、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括

的・一元的なシステムの構築について、検討が始まりました。 

平成 24 年には、「社会保障・税一体改革大綱」により、子どもを生み育てやすい

社会を目指して子ども・子育て支援新制度の創設が決定され、「子ども・子育て関連

３法」の下に、子ども・子育て支援新制度の構築に向けて準備が始まりました。３法

の一つである「子ども・子育て支援法」では、「我が国における急速な少子化の進行

並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関す

る法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを

養育している者に必要な支援を行い、一人ひとりの子どもが健やかに成長することが

できる社会の実現に寄与する」ことを目的に謳い、社会保障と税の一体改革によって、

子ども・子育て支援新制度が平成2７年４月１日から本格的にスタートします。 

 

※１ 「1.57ショック」とは、合計特殊出生率が1.57となり、「ひのえうま」とい

う特殊要因により過去最低であった昭和41年の1.58を下回ったこと。 
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２ 計画策定の趣旨                    

本市では、これまで国の少子化対策と連動させながら、平成15年に制定された「次

世代育成支援対策推進法」に基づく、あわら市次世代育成支援行動計画（前期計画）

を平成１７年度に策定し、子育て支援の推進に努めてきました。平成22年度に改正

した同計画後期計画では、社会情勢のさらなる変化や、多様化する市民ニーズに対応

できるよう前期計画を評価・検討し、新たに第３子保育料無料化、休日保育、及び保

育施設や子育て支援センターでの保育カウンセラー相談事業並びに子ども医療受給

対象者を中学校３年生まで拡大するなど、保育サービスの拡充や子どもに関わる相談

体制の充実並びに子育て世帯の経済的支援の強化など必要な見直しを行い、子ども・

子育て支援の向上のための施策を推進してきました。 

 

子ども・子育て支援では、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの

考えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質か

つ適切な内容及び水準のものとすることが重要です。 

また、様々な事情により社会的な支援の必要な子どもやその家族を含め、全ての子ど

もに対し、身近な地域において法に基づく給付その他の支援を講じるとともに、関連

する諸制度との連携を図り、必要な場合には、これらの子どもに対する適切な保護及

び援助の措置を講じることにより、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障

する必要があります。 

現在、本市においても少子化の進行や世帯規模の縮小、女性の社会進出による保育ニ

ーズの変化など、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変わっています。 

そうした状況を踏まえ、すべての子どもの健やかな育ちと保護者による子育てを地域

社会全体で支えていく環境の整備を図るため、本計画を策定することとしました。 
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３ 計画の位置づけ                    

この計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条第１項に基づく計画として、国の

定めた基本指針に即って策定するものです。同時に、「次世代育成支援対策推進法」

に基づいて定めた『あわら市次世代育成支援行動計画後期計画』に従って、本市がこ

れまで取り組んできた次世代育成のための施策を継承するものであり、今後子ども・

子育てのための支援を、総合的・一体的に推進するための計画として位置付けます。 

また、この計画は、本市のまちづくりの基本となる『あわら市総合振興計画後期基本

計画』との整合性を保ちながら、「教育基本法」に基づく『あわら市教育振興基本計

画』をはじめとして、『あわら市地域福祉計画』『あわら市食育推進計画』など、関連

する本市の部門別計画との連携を図るものです。 

               計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 

 

  

 
                             整合性 

 
 
 
                                     連携    

 
               継承 

     

 

    

子ども・子育て支援法 

 第 61条（根拠法）  

あわら市総合振興計画 

後期基本計画 

国 あわら市 

あわら市子ども・子育て支援事業計画 

（平成２７年度～３１年度） 

あわら市次世代育成支援地域行動計画 

 （平成２２年度～２６年度） 

  関連部門別計画 
①あわら市教育振興基本計画 

②あわら市障害福祉計画 

③あわら市地域福祉計画 

④あわら市食育推進計画 

⑤あわら男女共同参画プラン等 
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４ 計画期間                             

  本計画は、平成２７年（２０１５年）度を初年度とし、平成３１年（２０１９年）

度を目標年次とする５年間の計画です。 

               計画期間 

平成
２２ 23 24 25 26 27 28 29 30 31年度

あわら市次世代育成支援地域行動

あわら市子ども・子育て支援事業

 
 

 

５ 計画策定のための調査と計画策定体制                   

（１）ニーズ調査の実施と現行計画の評価 

本計画の策定に先立ち、本市では未就学児童や就学児童をもつ保護者の子育てニー 

ズを把握するために、平成25 年末に子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査を 

未就学児がいる全世帯及び小学生がいる全世帯に実施しました。 

本計画では、このニーズ調査の結果から、教育や保育に関する計画期間５か年の需 

要を想定するとともに、平成26 年度が実施最終年である『あわら市次世代育成支援

行動計画後期計画』の進捗状況の評価を行い、新たな計画策定に反映させます。 

 

（２）あわら市子ども・子育て会議の設置 

本計画を策定するにあたり、新たにあわら市子ども・子育て会議を設置し、学識経

験者、児童の保護者、保育・教育関係者、児童福祉分野の団体代表者などの委員によ

る議論を行ってきました。各方面関係者の参画によって、より実効性の高い計画策定

を目指すものです。 
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６ 計画の推進と点検・評価                  

（１）計画推進のための視点 

本計画の推進にあたっては、子ども・子育て支援のための施策実施に係る児童福

祉や幼児教育などの市の関係各課が密に連携し、市民にとってわかりやすい実施体

制をとることが重要です。同時に、子育て家庭はもとより、教育・保育で日々子ど

もたちと接する事業者や子育て環境を支える地域の人々などが、それぞれの主体的

役割を理解し、連携・協働して取り組むことを基本姿勢とします。 

 

（２）点検・評価と達成状況の報告 

計画期間の５か年の間、毎年本計画に記載した施設の確保や施策の実施状況など、

子ども・子育て支援事業の達成状況を点検・評価する機会を設け、総合的かつ計画的

に取り組みます。 

 こうした推進の仕組みとして、【Pｌａｎ（計画）－Ｄｏ（実施・実行）－Ｃｈｅｃ

ｋ（検証・評価）－Ａｃｔｉｏｎ（改善）】のＰＤＣＡサイクルを活用し、実効性の

ある取り組みの推進を図ります。 
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第２章 あわら市の現状 

１ あわら市の人口と世帯の状況               

平成２５年１０月１日現在のあわら市の人口は２９,５２９人で、世帯数は９,９９２世帯です。

平成１７年と比較すると、人口では、２,２５９人、７.１％減少し、世帯数では、４０世帯、 

０.４％の減少となっており、人口減少とともに、世帯数の少人数化が進んでいます。 

 

（１）人口と世帯 

 

住民基本台帳より 

 

（２）人口動態 

 自然動態、社会動態ともに徐々に減少傾向にあります。 

出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 人口増減

平成17年 236 332 △ 96 852 890 △ 38 △ 134

平成18年 200 322 △ 122 763 824 △ 61 △ 183

平成19年 221 296 △ 75 774 799 △ 25 △ 100

平成20年 203 359 △ 156 759 834 △ 75 △ 231

平成21年 225 409 △ 184 643 804 △ 161 △ 345

平成22年 197 369 △ 172 757 812 △ 55 △ 227

平成23年 200 369 △ 169 628 752 △ 124 △ 293

平成24年 203 382 △ 179 775 969 △ 194 △ 373

平成25年 183 344 △ 161 779 928 △ 149 △ 310  
住民基本台帳より 
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                                  住民基本台帳より 
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２ 子どもを取り巻く家庭の状況              

 
ニーズ調査より 

地 区 住 所（行 政 区） 

１．芦原小学校区 舟津温泉、二面温泉、田中温泉、東温泉、西温泉、舟津、二面、牛山、

松影、国影、新成、井江葭、横垣、宮王、重義、番田、田中々、堀江十

楽、布目 

２．北潟小学校区 北潟東、北潟西、赤尾、富津 

３．波松小学校区 波松、城、城新田、番堂野、十三 

４．新郷小学校区 河間、河水苑、宮前公文、北本堂、角屋、中浜 

５．本荘小学校区 轟木、新田、東善寺、谷畠、上番、根上り、仏徳寺、翠明、光明、御鷹、

中番、下番、玉木 

６．金津小学校区① 新、古、東、六日、新用、馬場、榛ノ木原、北稲越 

７．金津小学校区② 旭、新富、天王、水口、十日、脇出、上八日、八日、下八日、坂ノ下、

稲荷山、千束、春日、中央、向ヶ丘、若葉台、桜ヶ丘、山室、高塚、清

王、山十楽、嫁威、日の出 

８．細呂木小学校区 滝、青ノ木、宮谷、山西方寺、柿原、坂口、蓮ヶ浦、細呂木、橋屋、樋

山、指中、沢、細呂木駅前 

９．伊井小学校区 伊井、古屋石塚、桑原、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口 

１０．吉崎小学校区 吉崎、浜坂 

１１．金津東小学校区 中川、東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾、北野、北、前

谷、笹岡、熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷、上野、名泉郷、東山、後

山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々 
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一人っ子および２人っ子が７７％を占め、兄弟数が少ないことがみてとれる。 

 
ニーズ調査より 
 

ほとんどの世帯が、子どもに対し、親が責任を持って監護していると思われる。 

 
ニーズ調査より 
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３ 保護者の就労状況                   

約８０％の母親が就労しており、その内１割が産休等で休業中である。 

父親は、約９５％がフルタイムで就労している。 

 
ニーズ調査より 

 

ニーズ調査より 
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就労している母親は朝８時に家を出る人が多く、父親では朝７時に家を出る人が多い。 

父親が児童を送るのであれば、７時過ぎに、園が開園していることが望ましい。 

 
ニーズ調査より 

 

ニーズ調査より 
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母親の帰宅時間で多いのは１８時であり、１９時までに約８３％の母親が帰宅するが、父親につ

いては１９時が一番多く、１８時、２０時と続いている。２１時以降に帰宅する母親も存在する。

 

ニーズ調査より 

 
                                   ニーズ調査より 
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４ 教育・保育の状況                   

教育・保育事業の利用時間や開始・終了時間については、親の就労時間や家を出る時間、帰宅時

間に比例している。 

 
ニーズ調査より 

 

 

ニーズ調査より 




